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快適に安心して暮らせるまちづくりを
目指して

行政委員さん宅にも戸別受信機
が設置されました

地域の皆さんが「自分たちにできることを」と
行っている下校時の防犯パトロール

　
平
成
19
年
度
も
地
方
分
権
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
自
ら
の
判
断
と
責
任
の

下
、
市
民
と
協
働
し
、
地
域
の
特
色

を
活
か
し
た
行
政
を
推
進
す
る
こ
と

を
基
本
と
し
て
、

①
旧
３
町
時
代
の
異
な
る
制
度
や
組

織
を
統
一
し
、
瀬
戸
内
市
民
と
し
て

の
意
識
や
一
体
感
の
醸
成
を
図
る
。

②
更
な
る
行
財
政
改
革
と
プ
ラ
ス
ア

ル
フ
ァ
思
考
に
よ
る
事
業
、
例
え
ば
、

農
業
と
環
境
、
福
祉
と
農
業
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
る
相
乗
効
果
や

効
率
化
を
高
め
る
。

③
防
災
、
福
祉
、
環
境
の
充
実
と
教

育
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
よ

る
安
全
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
、
人

づ
く
り
。

な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　　　
19
年
度
当
初
予
算
は
、
財
政
健
全

化
を
進
め
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
財
源

を
重
点
的
・
効
率
的
に
配
分
し
、
福

祉
、
ま
ち
づ
く
り
、
環
境
や
教
育
施

策
な
ど
の
円
滑
な
実
施
を
引
き
続
き

行
う
こ
と
を
基
本
方
針
と
し
て
編
成

し
ま
し
た
。

　
一
般
会
計
の
歳
入
の
う
ち
、
市
税

は
、
定
率
減
税
の
廃
止
や
三
位
一
体

改
革
に
よ
る
所
得
税
か
ら
住
民
税
へ

の
本
格
的
な
税
源
移
譲
が
実
施
さ
れ

ま
す
が
、
地
方
財
政
計
画
に
示
さ
れ

た
ほ
ど
の
伸
び
が
期
待
で
き
な
い
こ

と
か
ら
対
前
年
比
９
・
６
％
（
３
億

９
、
２
６
０
万
円
）
の
増
を
見
込
ん

で
い
ま
す
。

　
歳
出
で
は
、
障
害
者
総
合
在
宅
支

援
施
設
整
備
事
業
費
、
観
光
セ
ン
タ

ー
整
備
事
業
費
、
市
道
南
北
線
新
設

事
業
費
、
教
育
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

整
備
事
業
費
な
ど
を
計
上
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
自
主
防
災
組
織
育
成
事
業

費
、
子
育
て
支
援
な
ど
本
市
の
行
政

課
題
に
も
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

　
こ
う
し
た
経
費
の
財
源
を
捻
出
す

る
た
め
、
事
務
事
業
の
見
直
し
や
職

員
の
削
減
、
職
員
の
通
勤
手
当
の
見

直
し
な
ど
に
よ
る
経
費
の
節
減
を
図

る
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
財
源
不
足
の
解
消
に
至

ら
ず
、
不
足
す
る
財
源
に
つ
い
て
は
、

財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩
し
と
特
定

目
的
基
金
か
ら
の
借
入
に
よ
り
対
応

し
て
い
ま
す
。

　
一
般
会
計
予
算
は
１
４
１
億
３
、

４
４
０
万
１
千
円
で
、
前
年
度
と
比

較
す
る
と
２
、
４
９
４
万
８
千
円
の

増
、
率
に
し
て
０
・
２
％
の
微
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
更
な
る
行

政
改
革
に
取
り
組
み
、
財
政
の
健
全

化
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

　「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」
が
平
成
18
年
６
月
７
日
に

　

２
月
定
例
議
会
が
２
月
２７
日
か
ら
開
か
れ
、立
岡
脩
二
市
長
と
小
林
一
征
教
育
長
が
行
政
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
要
旨
を
紹
介
し
ま
す
。

市
民
と
協
働
し

地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
行
政
を
推
進
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財
政
健
全
化
を
進
め
つ
つ
新
年

度
も
厳
し
い
予
算

助
役
制
度
・
収
入
役
制
度
見
直
し

な
ど
地
方
自
治
法
が
一
部
改
正

災
害
時
に
安
全
に
避
難
で
き
る
よ

う
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成

安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
の
防
災
行
政
無
線
整
備
工

事
が
着
々
と
進
行

市
長
部
局

公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
は
、
地
方
分
権
の
推
進

に
資
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団

体
の
自
主
性
・
自
律
性
の
拡
大
を
図

る
の
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
、

地
方
自
治
法
や
関
係
法
律
の
整
備
を

行
う
も
の
で
す
。

　
こ
の
た
び
の
改
正
の
主
な
も
の
は
、

ま
ず
「
助
役
制
度
の
見
直
し
に
関
す

る
事
項
」
で
す
。
こ
れ
は
、
市
町
村

の
「
助
役
」
に
代
え
て
「
副
市
長
」

を
置
く
も
の
で
、
そ
の
定
数
は
条
例

で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

現
行
の
助
役
の
職
務
に
比
べ
、
権
限

が
強
化
し
ま
す
。

　
次
に
、「
収
入
役
制
度
の
見
直
し

に
関
す
る
事
項
」
で
す
が
、
収
入
役

が
廃
止
さ
れ
、
会
計
管
理
者
一
人
を

置
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
会

計
管
理
者
は
、
職
員
の
う
ち
か
ら
長

が
命
ず
る
こ
と
と
し
て
い
て
、
適
正

な
会
計
事
務
の
執
行
を
確
保
す
る
と

い
う
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　　
災
害
時
に
住
民
の
避
難
誘
導
を
的

確
に
行
い
、
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ

く
り
の
た
め
整
備
し
て
い
る
防
災
行

政
無
線
整
備
工
事
は
、
四
辻
山
中
継

局
の
鉄
塔
も
完
成
し
ま
し
た
。

　
１
月
30
日
に
中
国
総
合
通
信
局
か

ら
予
備
免
許
を
も
ら
い
、
２
月
１
日

か
ら
試
験
電
波
を
出
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
内
49
カ
所
に
設
置
し
て
い

る
屋
外
放
送
塔（
屋
外
子
局
）
の
設
置

工
事
も
完
了
し
、
行
政
委
員
の
皆
さ

ん
宅
な
ど
へ
戸
別
受
信
機
を
設
置
し

て
い
ま
す
。

　
４
月
１
日
か
ら
本
格
運
用
を
開
始

し
ま
す
が
、
屋
外
放
送
塔
と
戸
別
受

信
機
で
、
毎
日
、
午
前
７
時
と
午
後

５
時
に
、
チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
し
ま
す
。

こ
の
音
で
正
常
に
受
信
で
き
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
７
月
に
は
、
本
市
の
デ
ジ

タ
ル
防
災
行
政
無
線
整
備
の
完
成
を

記
念
し
て
、
中
国
総
合
通
信
局
と
本

市
が
主
催
で
、
瀬
戸
内
市
デ
ジ
タ
ル

防
災
行
政
無
線
通
信
訓
練
・
防
災
講

演
会
（
仮
称
）
の
開
催
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　
同
報
系
と
移
動
系
の
両
方
を
フ
ル

デ
ジ
タ
ル
で
整
備
し
て
い
る
自
治
体

は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、
本
市
の
災

害
時
の
取
り
組
み
方
な
ど
、
デ
ジ
タ

ル
防
災
行
政
無
線
を
使
っ
た
無
線
の

通
信
訓
練
を
参
加
者
に
見
て
も
ら
い
、

中
国
地
方
を
は
じ
め
全
国
の
自
治
体

に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま
す
。

　
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
合
併

前
に
旧
町
で
作
成
し
て
い
ま
し
た
が
、

作
成
し
て
か
ら
年
数
も
経
過
し
、
市

全
体
の
も
の
が
な
い
こ
と

か
ら
、
19
年
度
、
市
全
体

を
カ
バ
ー
す
る
洪
水
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成
し
ま

す
。

　
現
在
、
本
市
全
体
の
地

形
図
を
、
50
セ
ン
チ
メ
ッ

シ
ュ
と
い
う
か
な
り
精
密

な
デ
ー
タ
で
作
成
を
進
め

て
い
ま
す
。

　
19
年
度
は
こ
の
デ
ー
タ

を
活
用
し
て
、
吉
井
川
が

氾
濫
し
た
場
合
な
ど
の
洪
水
の
被
害

想
定
ご
と
に
、
よ
り
精
密
な
浸
水
区

域
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、

災
害
時
に
市
民
の
皆
さ
ん
が
よ
り
安

全
に
避
難
で
き
る
よ
う
に
、
避
難
場

所
、
避
難
経
路
の
見
直
し
を
実
施
し

ま
す
。

　　
幼
い
子
ど
も
た
ち
弱
者
が
、
犯
罪

の
被
害
に
遭
う
ケ
ー
ス
が
、
近
年
、

増
加
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
す
る
に

は
、
地
域
全
体
が
市
や
警
察
と
一
体

と
な
っ
て
、
犯
罪
防
止
に
向
け
て
取

り
組
む
こ
と
が
、
大
変
重
要
で
す
。

自
主
防
犯
活
動
団
体
を
財
政
的

に
支
援
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